
「業務目的外閲覧行為に関する処分」に際して 

 

平成１７年１２月２７日 

社 会 保 険 庁 長 官 談 話 

 

 本日、社会保険庁職員による業務目的外閲覧行為に関し、懲戒処

分９７３人を含め、合計３，２７３人の職員について、処分を行い

ました。このように過去に例のない非常に多くの職員が処分を受け

ることとなったことは、国民の信頼を大きく損なうものであり、心

からのお詫びを申し上げます。 

 特に、昨年５月１２日付の社会保険庁電子計算機処理データ保護

管理規程改正により、業務目的外閲覧を禁止行為として明記した以

後、さらには、昨年７月１６日及び２９日に業務目的外閲覧行為を

行っていた職員等に対する処分を行った以後においても、当該閲覧

行為が行われていたことが今回の調査で明らかになったところです。

このことは、誠に遺憾なことであり、私自身も処分を受けるととも

に、職員にこの問題の重大性を認識させるため、過去の処分事例に

比べても非常に厳しい処分を行いました。 

社会保険庁の全ての職員が今回の処分を重く受け止め、深甚なる

反省に立って二度とこのようなことを起こすことのないよう再発防

止に全力で取り組むとともに、新しい人事評価システムの導入や既

に実施しているコンプライアンス研修をさらに徹底するなど、職員

の意識改革をより一層徹底し、新組織への移行のため、悪しき慣習

から脱皮していく所存です。 



 
 

 
平成１７年１２月２７日 
社 会 保 険 庁 

 

業務目的外閲覧行為者に対する処分について 

 
社会保険庁の職員が行った業務目的外閲覧行為については、平成１７年１２月５日

に調査結果及び処分の考え方を公表し、処分の手続きを進めてきたところであるが、

本日付で、業務目的外閲覧行為者等２，６９４人の処分を行い、併せて監督者等５７

９人の処分を行った。 
 
 
１．業務目的外閲覧行為に関する行為者の処分（２，６９４人） 
 

業務目的外閲覧行為を行った者及び自らの閲覧行為であることを否定した者に対す

る処分については、閲覧時期、閲覧回数、行為時における職責、自己申告の有無によ

り、処分量定を加重し、次のとおり処分した（懲戒処分９７３人、矯正措置１，７２

１人）。 
 

（１）平成１６年１月から１２月までの閲覧行為者等に対する処分（２，６９０人） 
  
  ① 守秘義務に違反した者（３人） 

処分量定 官 職 等 概  要 

停職２月 

大阪社会保険事務局 
保険課業務管理室 
専門官 

 友人に対し、職務上個人情報を閲覧できる旨を

話し、友人から、著名人の住所を調べてもらいた

い旨依頼され、５名の住所、生年月日を窓口装置

で調べ、１６年７月下旬に提供した。国家公務員

法第１００条（守秘義務）違反。 

停職１月 

鹿児島社会保険事務局

奄美大島事務所 
非常勤職員 

 同窓会開催の通知に、住所不明者について住所

を知る者は幹事に連絡して欲しい旨、付記されて

いたため、１１名の住所を窓口装置で調べ、１６

年９月下旬、住所を知った経緯を明かすことなく、

同窓会幹事に提供した。国家公務員法第１００条

（守秘義務）違反。 

停 職 

停職１月 

川内社会保険事務所 
専門官 

 同窓会幹事から同級生１名の住所を訪ねられた

ため、窓口装置で住所を調べ、１６年１０月下旬、

住所を知った経緯を明かすことなく、同窓会幹事

に提供した。国家公務員法第１００条（守秘義務）

違反。 

（照会先） 

社会保険庁総務部職員課 

 川井・武田（内３５２５）

 電話直通 3595-2709 



②業務目的外で国会議員等個人情報の閲覧を行った者（１，３７５人） 

処分量定 閲覧時期 行 為 内 容 人数 人数合計 

６・７月 
６級以上の職員、自己申告なし、

回数頻繁 
１人 

５級以下の職員、自己申告なし、

回数頻繁 
１５人 

６級以上の職員、回数頻繁 １人 

３月(10%) 

８月以降 

６級以上の職員、自己申告なし ３人 

２０人

５級以下の職員、自己申告なし、

回数頻繁 
１０人 

６・７月 

６級以上の職員、自己申告なし ４人 

５級以下の職員、回数頻繁 １１人 

５級以下の職員、自己申告なし ３５人 

２月(10%) 

８月以降 

６級以上の職員 １０人 

７０人

５級以下の職員、回数頻繁 ５人 

５級以下の職員、自己申告なし ４２人 ６・７月 

６級以上の職員 ３人 

減 

 

 

 

 

給 

１月(10%) 

８月以降 ５級以下の職員 ５３人 

１０３人

５月以前 自己申告なし ６６９人 

戒  告 

６・７月 ５級以下の職員 ３１人 
７００人

計 ８９３人

 

訓  告 ５月以前 ６級以上の職員、回数頻繁 ４人 ４人

５級以下の職員、回数頻繁 ３１人 
厳重注意（文書） ５月以前 

６級以上の職員 ９８人 
１２９人

厳重注意（口頭） ５月以前 ５級以下の職員 ３４９人 ３４９人

計 ４８２人

 

 



③自らの閲覧行為であることを否定した者（１，３１２人） 

処分量定 閲覧時期 行 為 内 容 人数 人数合計 

２月(10%) ８月以降 ６級以上の職員 ２人 ２人

６・７月 ６級以上の職員 ８人 減給 
１月(10%) 

８月以降 ５級以下の職員 １９人 
２７人

戒   告 ６・７月 ５級以下の職員 ４４人 ４４人

計 ７３人

 

厳重注意（文書） ５月以前 ６級以上の職員 ２３３人 ２３３人

厳重注意（口頭） ５月以前 ５級以下の職員 １，００６人 １，００６人

計 １，２３９人

 

  ※ 上記のほか、１６年７月に処分を受けた者１３０人（厳重注意（文書）４３人、厳重注意（口

頭）８７人）については、今回の処分においても同内容となったことから、今回、新たに追加

して処分する事情にないと判断し、処分対象から除外した。 

    このほか、今回の調査において上記②または③に該当すると確認されているが、退職してい

るため処分できない者が１８５人（②該当１１２人、③該当７３人）いる。 

 

 

（２）平成１７年４月以降の閲覧行為者に対する処分（４人） 
 

処分量定 官 職 等 概  要 
停職２月 松山西社会保険事務所

非常勤職員 
 平成１７年５月に、友人・知人等の記録を興味

本位で閲覧した。（１９２回） 
  

 処分量定 処分者 行為時期等 

５級以下の職員 
（１人） 

平成１７年４月から５月の間に、１４回の閲覧 
減給４月

(10%) ６級以上の職員 
（１人） 

平成１７年１０月に３回の閲覧 減 給 

減給３月

(10%) 
非常勤職員 
（１人） 

平成１７年６月から７月の間に、３回の閲覧 

 
 
 
 



２．監督者等に対する処分（５７９人） 
 
○ 社会保険庁の最高責任者としての指導責任として、社会保険庁長官及び社会保険

庁次長に対し、訓告の処分を行った。 
    
○ また、データ保護管理規程の周知徹底が不十分であったとして、平成１６年６月

当時の社会保険業務センター所長及び地方社会保険事務局長、合計４２人に対し訓

告を、さらに監督者責任として、社会保険業務センター部長及び社会保険事務所長

等、合計２６０人に対し、厳重注意（文書）（１３３人）及び厳重注意（口頭）（１

２７人）の処分を行った。 
  ※ なお、この処分に該当するが、退職しているため処分できない者が３０人（訓告相当３

人、厳重注意（文書）相当１９人、厳重注意（口頭）相当８人）いる。 
 
○ この他、業務カードの払出管理について、その責任を十分に果たしていなかった

として、システム運用責任者（２７５人）に対して、厳重注意（文書）の処分を行

った。 
  ※ なお、この処分に該当するが、退職しているため処分できない者が１４人いる。 

 

 

３ 今後の対応について 

 

（１）再発防止策 

 

○ 今回多くの職員に処分を行うこととなった事実を重く受け止め、これまで進めて

きた措置を中心に更なる個人情報保護対策を徹底・強化することとし、その旨、全

ての地方社会保険事務局長及び社会保険事務所長等に指示を行うこととしている。 

 

① 職員の意識の啓発 

平成１６年５月に社会保険庁電子計算機処理データ保護管理規程の改正を行い

業務目的外閲覧行為の禁止を明記し、平成１７年４月の「行政機関の保有する個

人情報の保護に関する法律」の施行にあわせ、「社会保険庁保有個人情報保護管理

規程」を制定（１７年３月）することにより個人情報保護のルール化を進めると

ともに、平成１６年９月より謝金職員等を含めた全職員に対する研修を実施し、

職員に対する個人情報保護に関する周知徹底と意識の啓発に努めてきたところで

ある。 

    さらに、個人情報保護の重要性の認識・浸透を確実に図るため、全職員に対し、

改めて業務目的外閲覧の禁止の徹底を図るための特別集中研修を平成１８年１月

中に実施することとする。 



② 管理・監視の徹底 

端末の操作に必要なカード番号の固定化（一人一枚化）（１６年７月）や本人識

別のパスワードの導入（１６年１０月）による管理責任の明確化、被保険者記録

へのアクセス内容を監視できる仕組みの導入による監視体制の強化（社会保険事

務所：１７年１月、社会保険業務センター：１７年３月）を図るなどの保護措置

を講じたところであり、これらの仕組みを通じた個人情報保護のための管理・監

視を着実に実施する。 

 

○ さらに、今後、あらゆる機会を通じて、更なる個人情報保護に関する周知徹底と

意識の啓発を図ることにより、職員の意識改革を進め、再発防止に万全を期すると

ともに、本処分以降に業務目的外閲覧行為を行った職員については、社会保険庁職

員としての自覚及び個人情報を扱う公務員としての適性に欠けるものと判断し、更

に厳重な処分に処することとしており、上記と併せて、全ての地方社会保険事務局

長及び社会保険事務所長等に通知することとしている。 

   

 

（２）今後の人事政策への反映 

    

○ 業務目的外閲覧行為に関与したため、閲覧行為者及び閲覧否定者として処分され

た者に関する人事上の対応方針については、次のとおりである。 

 

① 業務目的外閲覧行為による処分を受けた者については、少なくとも平成 18

年度中は、昇任・昇格人事を行わない。 

② 戒告以上の懲戒処分を受けた者で、事務所課長以上の管理職にある者につ

いては、次期人事異動で管理職のポストから異動させる。 

③ 矯正措置の処分を受けた者のうち、幹部職員（８級以上管理職員）にあっ

た者で行為者として処分を受ける場合は、次期人事異動で管理職のポストか

ら異動させる。 

  また、事務所課長以上の管理職にある者については、原則として人事を凍

結する。全体の人事の中で、やむを得ず異動を行う場合にあっても、職務の

困難性の高いポジションに異動させる。 

④ 非常勤職員で戒告以上の処分を受けた者については、採用に関する年度更

新の手続きを行わない。 
  ⑤ 平成２０年１０月に発足予定の新組織の職員の任用においては、今回の処

分を重視しつつ、勤務成績等に基づき公正に判断する。 



(別紙１）

５級以下 ６級以上 計 事務局長 事務所長
01.北海道 91 17 108 1 12
02.青森 29 3 32 1 4
03.岩手 21 2 23 1 2
04.宮城 37 4 41 1 5
05.秋田 39 6 45 1 5
06.山形 31 8 39 1 2
07.福島 32 12 44 1 3
08.茨城 51 12 63 － 3
09.栃木 43 6 49 1 4
10.群馬 19 7 26 1 3
11.埼玉 70 3 73 1 3
12.千葉 34 7 41 1 4
13.東京 301 67 368 1 28
14.神奈川 97 23 120 1 9
15.新潟 45 13 58 1 4
16.富山 29 11 40 2 4
17.石川 18 9 27 － 2
18.福井 16 5 21 － 5
19.山梨 21 2 23 1 3
20.長野 49 13 62 1 5
21.岐阜 42 9 51 2 3
22.静岡 74 15 89 1 10
23.愛知 127 27 154 1 13
24.三重 33 1 34 1 4
25.滋賀 24 7 31 2 2
26.京都 55 4 59 1 7
27.大阪 109 22 131 － 13
28.兵庫 46 23 69 1 9
29奈良 19 3 22 1 3
30.和歌山 26 2 28 1 3
31鳥取 15 5 20 1 3
32.島根 21 7 28 1 5
33.岡山 50 14 64 1 6
34.広島 47 11 58 1 5
35.山口 23 5 28 1 6
36.徳島 21 3 24 1 3
37.香川 14 6 20 1 2
38.愛媛 45 9 54 1 3
39.高知 30 8 38 1 2
40.福岡 92 29 121 － 10
41.佐賀 11 11 22 2 2
42.長崎 23 5 28 1 3
43.熊本 26 7 33 1 6
44.大分 15 4 19 1 4
45.宮崎 29 3 32 1 3
46.鹿児島 34 11 45 2 4
47.沖縄 10 － 10 1 6

合　　計 2,134 481 2,615 47 250

５級以下 ６級以上 計
48.社会保険業務センター 60 18 78
49.社会保険庁内部部局 1 － 1

合　　計 61 18 79

所属別処分結果

監　督　者

事務局名等
監　督　者行為者

行為者
事務局名等

4
1
5



(別紙２）

事務局名等 停　　職 減　　給 戒　　告 訓　　告 厳重注意 計

01.北海道 － 16 38 － 54 108
02.青森 － 3 18 － 11 32
03.岩手 － 3 5 － 15 23
04.宮城 － 3 10 － 28 41
05.秋田 － 4 11 － 30 45
06.山形 － 7 13 － 19 39
07.福島 － 7 22 － 15 44
08.茨城 － 1 10 － 52 63
09.栃木 － 4 10 － 35 49
10.群馬 － 1 15 － 10 26
11.埼玉 － 7 18 － 48 73
12.千葉 － 5 16 － 20 41
13.東京 － 28 83 1 256 368
14.神奈川 － 14 26 － 80 120
15.新潟 － 1 17 － 40 58
16.富山 － 2 8 － 30 40
17.石川 － － 8 － 19 27
18.福井 － － 10 － 11 21
19.山梨 － 2 5 － 16 23
20.長野 － 4 22 － 36 62
21.岐阜 － 5 3 － 43 51
22.静岡 － 8 31 － 50 89
23.愛知 － 10 29 1 114 154
24.三重 － － 11 － 23 34
25.滋賀 － 2 2 1 26 31
26.京都 － 7 17 － 35 59
27.大阪 1 10 64 1 55 131
28.兵庫 － 3 19 － 47 69
29奈良 － 1 8 － 13 22
30.和歌山 － 4 10 － 14 28
31鳥取 － － 4 － 16 20
32.島根 － 4 6 － 18 28
33.岡山 － 4 14 － 46 64
34.広島 － 9 12 － 37 58
35.山口 － 2 10 － 16 28
36.徳島 － 3 7 － 14 24
37.香川 － 3 3 － 14 20
38.愛媛 1 1 9 － 43 54
39.高知 － 2 7 － 29 38
40.福岡 － 7 32 － 82 121
41.佐賀 － 1 4 － 17 22
42.長崎 － 1 6 － 21 28
43.熊本 － 3 12 － 18 33
44.大分 － － 10 － 9 19
45.宮崎 － 2 11 － 19 32
46.鹿児島 2 4 8 － 31 45
47.沖縄 － 3 3 － 4 10
48.社会保険業務センター － 14 27 － 37 78
49.社会保険庁内部部局 － － － － 1 1

合　　計 4 225 744 4 1,717 2,694

処分量定別処分結果(行為者）


